
平成１８年度から地方債制度は許可制から協議制へ

移行された。これに伴い、従来の起債制限に用いら

れていた起債制限比率に代わる新たな指標として、

実質公債費比率が導入された。さらに平成１９年６月

に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（以

下「健全化法」という。）が公布され、実質公債費比

率は、健全化法で定められた財政状況の判断指標

（以下「健全化指標」という。）の一つに位置付けら

れることとなった。健全化法では、地方公共団体に

健全化指標の公表が義務付けられている。当然のこ

とながら、公表した指標について、各団体は議会や

住民に対しての説明責任を負うこととなる。さらに、

指標が悪化し基準を超えた場合は、財政健全化計画

等の策定が義務付けられている。実質公債費比率が

健全化指標に位置付けられたことにより、指標とし

ての重要性は増している。

従来の起債制限比率は、簡単に言えば、普通会計

の地方債償還に充てられた一般財源額の標準財政規

模に対する割合を示した指標である。つまり、地方

公共団体の財政状況について、歳入の規模に対する

公債費の負担の度合いを表している。歳出面から見

れば、既に発行した地方債の定時償還額により数値

が算出されているため、借換えや繰上償還を行わな

い限り短期間での指標の改善は困難であった。

これに対して、実質公債費比率は、起債制限比率

の概念に加えて、地方債の償還に充てられた公営事

業会計への繰出金や一部事務組合への負担金等につ

いても、普通会計上の実質的な公債費であると位置

付けている。これらの要素を新たに「準元利償還金」

として指標に反映させることで対象範囲を拡大し、

公債費の負担の観点から、より実態に即したものと

なっている。準元利償還金については、普通会計以

外の公債費が直接算入されるのではなく、普通会計

からの繰出金または負担金という媒体を介して指標

へ算入される。

本稿では、準元利償還金を切り口とした実質公債

費比率の改善可能性について検証を行い、その改善

効果が他の健全化指標に及ぼす影響と健全化法制定

後の市町村財政の健全化の在り方について考察する。

（１）算出方法

実質公債費比率の分子は、大きく２つに区分する

ことができる。普通会計の公債費に充当された一般

財源等である「元利償還金」と、他会計の元利償還

金等であっても普通会計において負担している実質

的な公債費である「準元利償還金」である。そこで、

実質公債費比率を、元利償還金ベースと準元利償還

金ベースの２つに分解してみる。本稿では、それぞ

れの算出ルールとして、以下のように取り扱うもの

とする（詳細については【参考①】を参照）。

① 分子に元利償還金を用いたものを「元利償還

金ベース」、準元利償還金を用いたものを「準元

利償還金ベース」とする。

② 分子から控除される「普通交付税に算入され

る額」（以下「基準財政需要額算入額」という。）

についても、元利償還金ベースと準元利償還金

ベースに分割し、それぞれの分子から控除する。

③ 分母の基準財政需要額算入額は分割せず、分

母は固定し、両ベースとも同一の分母により算

出する。

④ 構成要素の一つである「満期一括償還地方債

実質公債費比率の構成内訳

はじめに

39自治大阪 ／ 2008 － 4

自 治 の 
窓 

基準外繰出金を切り口とした
実質公債費比率の改善可能性

前大阪府総務部市町村課　　矢　野　恵　一



に係る年度割相当額」については、本来の算定

ルールでは準元利償還金となっている。府内市

町村のデータにおいては、実質的には普通会計

に係る公債費であるので、本稿では元利償還金

として取り扱うものとする。

上記の算出ルールに基づき、地方財政状況調査

（以下「決算統計」という。）により、平成１７年度の

府内市町村平均と全国市町村平均のデータを集計し、

比較を行うと【表①】のとおりとなる。

（２）元利償還金ベース

まず、元利償還金ベースの実質公債費比率につい

ては、全国平均１１.３％に対し府内平均１１.１％となり、

府内平均の方が０.２ポイント低い。

ここで、元利償還金に対して算入されている基準

財政需要額算入額の割合に着目すると、全国平均

４９.７％に対し府内平均が４０.５％となり、府内平均が

９.２ポイント下回っていることが分かる。指標を引

き下げる要素である基準財政需要額の算入割合が低

いにもかかわらず、比率が全国平均を下回るという

ことは、標準財政規模に対する公債費充当一般財源

等の決算額の割合が、全国に比べて府内市町村の方

が小さいことを意味している。つまり、公債費に占

める交付税の算入割合は全国より低いが、もともと

の公債費の割合自体が小さいため、結果として元利

償還金ベースの実質公債費比率は低くなっていると

いうことが言える。

そこで、元利償還金に係る一般財源等の決算額に

ついて、地方債区分ごとに構成比を比較してみると、

全国の構成比上位５つの地方債については【表②】

のとおりとなる。

比較的交付税算入率の高い地域総合整備事業債、

臨時地方道整備事業債、一般公共事業債及び過疎対

策事業債において、標準財政規模に対する元利償還

金の割合は全国平均の方が府内平均と比べて高いこ

とが分かる。特に過疎対策事業債では、全国平均が

府内平均を１.５ポイント上回っている。

これらの原因により、実質公債費比率における元

利償還金の交付税算入率について、府内平均が全国

平均に比べ低くなっていると考えられる。

（３）準元利償還金ベース

一方、準元利償還金ベースの実質公債費比率につ

いては、全国平均３.４％に対し府内平均２.５％となり、

府内が０.９ポイント低い。ところが、交付税算入率を

比較してみると、全国平均６１.７％に対して府内平均

７２.８％となり、府内の方が１１.１ポイント高くなって

いることが分かる。また、基準財政需要額算入額控

除前の割合で比較すると、全国平均８.９％に対し府内

平均９.５％となっており、府内が０.６ポイント高い結

果となっている。つまり、標準財政規模に対する準

元利償還金の決算額の割合は府内の方が大きいが、

準元利償還金に対する交付税の算入割合が全国より

大きいため、準元利償還金ベースの実質公債費比率

は低く抑えられているということになる。

ここで、平成１７年度全国市町村の準元利償還金の

構成要素を見てみると【図①】のとおりとなる。

内訳として、公営事業会計への繰出金が全体の７４％

を占めており、他の構成要素と比較し突出している
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表①　平成１７年度実質公債費比率の状況

表②　平成１７年度市町村地方債別元利償還金構成比



ことが分かる。

交付税算入は繰出基準額を対象に行われている。

つまり、府内市町村は交付税算入のない基準外繰出

金の支出を抑えているため、結果として全国平均に

比べ準元利償還金ベースの実質公債費比率が低くな

っているのではないかと推測することができる。

次に、公債費充当繰出金に占める各事業会計の構

成比を見てみると、【図②】のとおりとなり、下水道

事業が全体の８０％を占めている。

これらの結果を総合すると、準元利償還金の構成

比は、公営事業繰出金の割合が大きく、また、繰出

金の会計別構成比では、下水道事業の割合が高いこ

とが分かる。

そこで、下水道事業への繰出金に占める基準外繰

出金の割合について、地方公営企業決算状況調査

（以下「公営企業決算統計」という。）により平成１７

年度の全国市町村平均と府内市町村平均を比較して

みると、【表③】のとおりとなる。

法非適用の下水道事業（公共）の繰入金に占める

基準外繰入の割合は、全国平均５３.０％に対して府内

平均２３.５％となっており、府内市町村の繰入金の基

準外比率は全国の半分以下となっていることが分か

る。

これらの結果を踏まえて、府内市町村において基準

外繰出金が実質公債費比率へ及ぼす影響を算出する。

（１）構成要素の削減効果と実行性

まず、準元利償還金の各構成要素の削減の実行性

とその効果について検証してみる。平成１８年度決算

統計における準元利償還金の構成要素は以下のとお

りとなる。

①公営事業債の償還に充てたと認められる繰出金

②一部事務組合等の起こした地方債の償還に充て

たと認められる補助金又は負担金

③公債費に準ずる債務負担行為

④一時借入金利子

各構成要素が実質公債費比率に占める割合は、平

成１８年度府内市町村では【表④】のようになる。

①の繰出金については、同一団体内での会計間の

資金のやり取りであり、財政運営上の一定の繰出ル

ールが存在する。基準外部分については、団体が任

意で行っているものであり削減は可能である。また、

構成比の９０％近くを占めており、そのうち基準外繰

出金は１３.６％を占めている。

②の負担金については、支出先の一部事務組合等

基準外繰出金からの分析
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図① 平成１７年度全国市町村の準元利償還金構成内訳

図②　平成１７年度全国市町村の公営事業会計への公債費

繰出金内訳

表③　平成１７年度下水道事業における繰入金の基準外比率



が特別地方公共団体としての別人格を有しており、

規約により構成団体からの負担金で活動経費を賄っ

ている。この状況を考えれば、既発債の償還金に対

する負担金の削減は事実上困難であると言える。

③の債務負担行為については、既に債務が確定し

ているものであり、その債務の履行に対する支払い

の削減は、②の場合と同じく困難である。

④の一時借入金利子については、団体の自助努力

により削減は可能であるが、決算額が少額のため比

率への影響は微少と思われる。

以上により、比率への影響の度合いの大きさの他

に、その削減の実効性という別の観点から見ても、

基準外繰出金が有効であると分かる。ただし、ここ

で注意しなければならないのは、実質公債費比率の

算定方法においては、各構成要素から交付税に算入

される額（基準財政需要額算入額）が控除されると

いう点である。つまり、実際の決算額の構成比が高

くても交付税へ算入される割合が高ければ、指標へ

の影響は抑えられるのである。【表④】中の平成１８

年度府内市町村決算額は、基準財政需要額算入額の

控除前の数値であるので、各構成要素の影響度合い

を測るには、あくまで参考にしかならない。

例えば、準元利償還金を会計ごとに分解しても、

会計単位での基準財政需要額算入額を把握できない

限り、実質公債費比率の会計ごとの負担割合を明ら

かにすることは、困難と言える。

（２）按分対象繰出金を用いた分析

公営事業会計への基準外繰出金は、すべてが準元

利償還金とされる訳ではない。一定の算入ルールに

基づいて会計ごとに積み上げられ、実質公債費比率

へと反映されている。以下に、その算定ルールにつ

いて簡潔に示す（詳細については【参考②】を参照）。

① 繰出基準額までは、全額が準元利償還金とし

て算入される。

② 繰出基準を超えた部分、すなわち、基準外繰

出金については、一定のルールにより算出した

割合に応じて、按分された上で準元利償還金へ

算入される。

③ 公債費以外の経費のうち特定の経費に充てた

と見なされる繰出金は①及び②の対象から除外

される。

上記のルールを見れば、②の按分により算入され

る基準外繰出金（以下「按分対象繰出金」という。）

に係る影響を会計ごとに算出することにより、会計

単位での基準財政需要額算入額を把握せずとも、会

計ごとの負担割合を基準外繰出金という切り口から

明らかにすることが可能であると考える。さらに、

按分対象繰出金、すなわち、団体が任意に行ってい

る基準外繰出金を削減すれば、既に発行した地方債

の借換えや繰上償還を行わなくても、実質公債費比

率を改善することが可能であることが分かる。

そこで、【参考②】の実質公債費比率算出様式によ

り、会計ごとの按分算入率、按分対象繰出金、準元

利償還金算入額及び改善効果ポイントについて、以

下のルールに基づき算出し分析を行う。

ア 按分算入率…使途が特定されていない繰出金

を、上記の算出方法①の繰出基準額と③の特定

の経費に該当するものを公営企業の歳出総額か

ら除いたもので除した率。

算出式　＜法 適 用＞Ｊ／Ｉ×１００

＜法非適用＞Ｉ／Ｈ×１００

イ 按分対象繰出金…繰出金のうち繰出基準額を

超える部分。

算出式　Ｃ①－Ｃ②

ウ 準元利償還金算入額…繰出金のうち準元利償

還金として実質公債費比率へ算入される部分。

算出式　按分対象繰出金×按分算入率

エ 改善効果ポイント…按分対象繰出金を削減し

た場合の実質公債費比率改善効果。
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表④　平成１８年度府内市町村の準元利償還金構成内訳



算出式　＜法 適 用＞（Ｖ－Ｚ）／標準財政規模

＜法非適用＞（Ｚ－Ｙ）／標準財政規模

（３）会計単位での分解

上記の算出ルールに基づき、平成１８年度決算統計

により府内市町村のデータを集計すると、結果は

【表⑤】のとおりとなる。

まず、按分算入率については、この数値が高いほ

ど繰出基準額を超えて支出した部分の準元利償還金

算入割合が高くなる。言い換えれば、按分算入率が

高ければ繰出金を削減した場合の改善効果が大きく、

逆に、低ければ改善効果も薄くなり、より多額の繰

出金を削減しないと指標を改善できないということ

になる。つまり、実質公債費比率を改善しようとし

た場合に、会計によって必要となる基準外繰出金の

削減額が異なってくるということである。具体的に

見てみると、宅地造成事業が７４.１％、下水道事業が

５６.２％と５割を超えている。これは、これらの会計

において、経常経費に占める繰出基準額を超える公

債費の割合が高いことを意味している。

次に、按分対象繰出金については、下水道事業の

構成比が６９.８％と突出して高い。しかし、対象会計

を持つ団体数が事業により差があるため、対象団体

のみの標準財政規模の合計に対する按分対象繰出金

の割合（表中「対標財」欄）を比較してみる。結果、

下水道事業は１.８％となり、他の事業との差は縮まる

ものの、やはり下水道事業の数値が一番高い。この

ことより、下水道事業における基準外繰出金の決算

額が他会計と比較して大きいことが言える。

準元利償還金算入額についても、同様にして対象

団体のみの標準財政規模に対する準元利償還金算入

額の割合を比較してみると、下水道事業が１.０％、宅

地造成事業が０.９％となっている。これは、宅地造成

事業の按分算入率が高いためで、結果として、この

２つの会計の実質公債費比率への影響の度合いが、

ほぼ同じレベルであることを意味している。

これらの結果を総合すると、準元利償還金の中で

最も基準外繰出金の割合が大きい会計は下水道事業

である。また、対象団体数は少ないが、宅地造成事

業は下水道事業に次いで実質公債費比率への影響が

高い。病院事業は繰出金の額自体は比較的大きいも

のの、按分算入率が３.６％と低いため基準外繰出金の

指標への影響は０.０％となっている。これは、病院事

業においては、宅地造成事業や下水道事業とは逆に、

経常経費に占める繰出基準額を超える公債費の割合

が低く、結果として、基準外繰出金の削減が実質公

債費比率にほとんど影響しないことを意味している。

また、上水道事業は、もともとの基準外繰出金が少

ないため、病院事業と同じく影響は低いことが分か

る。

（１）基準外繰出金削減による改善効果

前述の分析結果の数値を用いて、実質収支、実質

公債費比率、将来負担比率における府内市町村の公

営事業会計への基準外繰出金を削減した場合の改善

効果を見てみると【表⑥】のようになる。

健全化４指標への影響
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表⑤　平成１８年度府内市町村の実質公債費比率（基準外
繰出ベース）の内訳

表⑥　府内市町村における基準外繰出金削減時の健全化

指標への影響



総額で２６,７２２百万円の基準外繰出金が実質公債費

比率の按分対象繰出金として計上されており、この

基準外繰出金を削減すれば、実質公債費比率は単年

度で約１.５ポイント改善する。

また、基準外繰出金を削減することにより、一般

会計の実質収支が改善され実質赤字比率へも影響す

る。さらに、実質公債費比率と将来負担比率はフロ

ーとストックの関係であり、フローで得た効果額を

ストックの改善へ回せば、将来負担比率への影響も

出てくる。その効果は３ヶ年の累積で７.９ポイントと

なる。

（２）４指標の相関

ここで、健全化４指標（実質赤字比率、連結実質

赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率）につい

て、基準外繰出金を削減した場合の影響を、指標ご

とに整理してみる。

①実質公債費比率

基準外繰出金のうち按分対象部分を削減するこ

とにより、各会計ごとの按分算入率に応じて、準

元利償還金が減少し、実質公債費比率が低下する。

ただし、指標の算定は３ヶ年平均で行われるため、

実際の改善効果は逓増する。

②実質赤字比率

削減した繰出金の効果額が、直接、一般会計の

実質収支の改善額となり、実質赤字比率は低下す

る。

③連結実質赤字比率

上記により一般会計の実質収支は改善されるが、

同時に繰入金が削減された公営事業会計の収支が

同額悪化するため、連結実質赤字比率は会計間の

繰入・繰出の操作に影響されることはない。ただ

し、言うまでもないが、削減された繰入金に代わ

り、使用料値上げなど別途対策を講じなければ、

公営事業会計の収支は悪化する。当然ながら、健

全化法における公営企業の資金不足比率は上昇す

ることとなる。

④将来負担比率

基準外繰出の削減のみでは影響を受けないが、

これに伴う実質収支の改善額を基金へ積み立てれ

ば、将来負担へ充当することが可能な償還財源が

確保され、将来負担比率は低下する。ただし、基

金への積立を行った場合は、別途対策を講じなけ

れば、連結実質赤字比率は上昇する。

一見すると、健全化法の４指標はそれぞれに役割

を与えられた独立した指標に見えるが、繰出金を切

り口として見てみると、相互に連動する要素を持っ

ていることが分かる。【図③】により、その相関のイ

メージを示す。

（３）連結会計時代の健全化とは

前述したように、４指標は連動要素を持っており、

１つの指標を改善することにより、その効果が他の

指標へ及ぶこともあれば、逆に１つの指標を改善す

るために選択した手法により、他の指標が悪化する

場合もある。どの指標の改善を優先するかは、各団

体の判断によるところである。本稿で分析を行った

実質公債費比率では、基準外繰出金を削減すること

で生じる公営企業会計の収支悪化に対して、本来、

住民への受益者負担により賄われるべき部分につい

ては、使用料等の適正な改正により対応すべきもの

である。同時に、基準外繰出金であっても、様々な

理由によって税により負担することが適当である部

分についてまで繰出金を削減すべきではないだろう。
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図③　基準外繰出金の削減効果と４指標の相関関係



他の健全化指標についても、指標の改善を図る際に

は、住民サービスを縮小して対応するのか、あるい

はサービスは維持したままで受益者負担を増やして

対応するのか、住民サービスや負担の水準との兼ね

合いなどを総合的に見極め、最も有効な対応策を選

択することが重要である。さらに、連結の概念が導

入された以上、従来のように普通会計の財政指標だ

けを見て財政運営を行っていればよいのではなく、

団体トータルを見通した根本的な改善が必要となる。

実質公債費比率が導入されたことによって、厳し

い財政状況等の理由によりストック（地方債残高）

を改善することが困難な場合でも、繰出金を削減す

ることによりフロー指標（実質公債費比率）を改善

でき、また、その改善で得た効果額（実質収支）を

将来のストック改善のための財源とすることにより、

実際には将来の負担額を改善せずともストック指標

（将来負担比率）を改善することが可能である。指標

改善の元となる財源は余力として基金へ積立ててお

くことで、想定外の事態に対応する財政的な弾力性

を確保しつつ、指標の改善を行うことができるとい

うのは、市町村にとって健全化を行う上での選択の

幅を広げることとなる。

しかし、ここで忘れてはならないことは、指標の

算定ルールが如何に変わろうと、ストック自体を改

善することが市町村の財政運営にとって望ましい方

法であることに変わりはない。各団体における財政

状況の健全化の度合いは、健全化指標により評価さ

れることになるが、指標の改善のみを優先し、それ

ぞれの会計が持つ本来あるべき財政負担の構造を崩

壊させてはならない。

健全化法において連結の概念が導入されたことに

より、団体トータルでの健全化が急務となった。連

結会計時代の健全化とは、団体の目指すべき目標を

トータルで描きつつ、各指標それぞれの動向に注意

しながら、個々の会計ごとに有効な手法を判断して、

それぞれ個別に実行していき、成果を積み上げてい

くことであると考える。

本稿で行った実質公債費比率の分析により府内市

町村における会計ごとの影響の度合いは、一定の制

約はあるものの、基準外繰出金という切り口により

示すことができた。しかし、個々の会計ごとに全国

との比較を行うには、基礎となるデータが不足して

おり、なかなか難しい状況にある。自団体の状況を

他団体と比較分析することは、議会や住民への説明

責任を果たす上で重要である。

また、指標が公表された場合、その指標を基に民

間からの資金調達の条件が決定され、今後の財政運

営に影響を持つ可能性も否定できない。

健全化法の施行により、地方公共団体の財政制度

は一つの大きな転換期を迎えることとなる。府内市

町村が、この転換期を改革のチャンスと捉え、厳し

い財政状況を乗り越えていくことを期待して本稿の

結びとしたい。
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